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産業建設常任委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   平成２７年２月２５日（水） 

午 前  １０時００分  開 会 

午 前  １０時４１分  閉 会 

 

２．場  所   第２会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  加 澤   明   副委員長  瀬 崎 雅 弘 

委  員  奥 本 菜保巳   委  員  西 村 盛 男 

委  員  小比類巻 正 規   委  員  森   三 郎 

議  長  小比類巻 雅 彦   副 議 長  野 坂 篤 司 

 

４．欠席委員   な  し 

 

５．事務局職員   事務局長  繫   範 雄   次  長  伊 澤   徹 

庶務係長  中 村 容 三   主  査  山 本   聡 

主  事  一 戸   剛 

 

６．説 明 員   副 市 長                   米 田 光一郎 

経済部長                   大 澤 裕 彦 

参事兼産業政策課長              山 本   優 

農政課長                   工 藤 雅 則 

産業政策課長補佐               石 坂 知 也 

農政課長補佐                 大 塚 勤 光 

農政課長補佐                 岡 部 英 和 

産業政策課産業支援係長            中野渡 英 孝 

農政課畜産係長                小 泉   努 

 

７．案  件   所管事務調査 

⑴豚流行性下痢の発生状況と食肉処理センター事業計画への影響につ

いて 

⑵(仮称)三沢市中小企業振興条例について 

 

８．会議概要 

加澤委員長：それでは、本委員会は定足数に達しておりますので、会議は成立いたしま

す。 
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 ただいまから、産業建設常任委員会を開会いたします。 

 本日の案件は、経済部の所管する事務で、豚流行性下痢の発生状況と食肉処理センター

事業計画への影響についてと、(仮称)三沢市中小企業振興条例についての２件を調査し

てまいります。 

 はじめに、豚流行性下痢の発生状況と食肉処理センター事業計画への影響について執行

部の説明を願います。 

工藤農政課長：それでは、農政課の所管事務調査について御報告いたします。 

 豚流行性下痢、いわゆるＰＥＤの発生状況につきましては、昨年５月に開催されました

所管事務調査において御説明申し上げたところでございますが、今回の所管事務調査では

発生状況のその後の経過と食肉処理センター事業計画への影響について御報告したいと思

います。 

 それでは、お手元の資料の１ページをお開きください。 

 農林水産省では、通達に基づきＰＥＤの発生状況の取りまとめを平成２６年８月末を境

に旧シーズンと新シーズンとして定義をしております。こちらの資料は、農林水産省が２

月２２日付で発表いたしました旧シーズンとなります昨年８月末までの国内における発生

状況でございます。 

 平成２５年１０月に沖縄での第１例目、一番下でございますが、発生以降、昨年８月末

までに３８道県８１７農場で発生いたしました。なお、こちらの表には記載されてござい

ますが、現在、発生いたしました８１７農場のうち約９７％に当たる７９３農場は、農場

内全体で症状が確認されていない状況となっており、上から２番目にございます青森県内

で発生いたしました２１農場においても、全ての農場で症状が確認されていない状況でも

あったところでございます。 

 次に、２ページをお開きください。こちらの資料は、昨年９月末以降、いわゆる新シー

ズンの状況を２月２２日付で発表したものでございます。 

 新シーズンでは、群馬県で９月３日に第１例目が発生して、２３都道県１２６農場で発

生しております。青森県は上から２番目でございまして、昨年１０月２２日に第１例目が

発生してから現在までに４例目が確認されております。 

 次に、３ページをお開きください。こちらは、青森県で公表している県内のＰＥＤの発

生状況でございます。 

 青森県による発生農場の情報提供の内容につきましては、農林水産省が定めたＰＥＤ防

疫マニュアルに基づき、畜産関係者以外にはＰＥＤ発生の事実と津軽や県南などといった

大まかな発生地域、また、農場の経営形態などに限定しておりまして、ここでの報告も同

様の内容とさせていただいておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、⑴でございます。旧シーズンの昨年８月までの発生状況でございます。 

 県内では、第１例目が昨年２月２４日に津軽地域で発生して以来、昨年８月までに２１

例が確認されており、そのうち２０例が県南地域での発生となっております。こちらは、

先ほど触れましたとおり、全ての農場で症状が見られない、いわゆる非発生農場となって

おります。 

 続きまして、下の⑵でございます。昨年９月以降の新シーズンでの発生状況でございま
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す。 

 第１例目が昨年１０月２２日に県南地域で確定して以来、現在までに４例が確認されて

おり、その全てが県南地域となっております。４例のうちはじめの１例目を除きまして

は、現在は発症が見られない非発生農場となっております。（発言する者あり） 

 逆でございました。１例目が非発生農場で、残りの三つについてはいまだ症状が確定し

ていないというところでございます。 

 次に、４ページをお開きください。三沢市食肉処理センターにおける収支計画となって

おります。 

 昨年５月の所管事務調査では、事業計画に係るＰＥＤの影響について、当時農林水産省

が試算いたしました４月の出荷減少率、１カ月当たりマイナス４.２％を出荷時期となる

１０月から１２月までかけまして、当センターの事業計画に対する変更予測として報告い

たしておりました。今回は、昨年４月から本年１月までの処理実績と、２月、３月の処理

見込みを加味して算定したものでございます。 

 ⑴食肉処理センターにおける処理予定頭数と使用料等についてでございますが、左端上

段から当初計画、変更計画、増減となってございます。表の右側、計の欄をごらんくださ

い。今年度当初計画処理頭数４３万５,０００頭に対しまして３万２,０００頭減の４０

万３,０００頭の見込みとなり、使用料などの収入、当初計画９億５,６１５万９,０００

円に対しまして８,０９５万５,０００円減の８億７,５２０万４,０００円となる見込み

であります。 

 処理頭数が減少した主な要因といたしましては、４月から５月にかけてのＰＥＤの影響

により本来出荷されるべき１０月から１１月にかけての処理頭数が２割程度減少したこと

と、その他の時期につきましてもＰＥＤ発生農場の出荷自粛や減頭、成育のおくれ、さら

には一昨年の猛暑の影響による種つけ不良などが頻発したなど、複合的な要因によるもの

と推測しております。 

 次に、⑵の変更予測後の食肉処理センター特別会計収支計画についてでございますが、

左端上から処理頭数、歳入、歳出、差引の項目となっております。１点目の変更計画、処

理頭数と使用料を当てはめ、本年度の補正予算を算定したところ、既定予算と比較し歳入

歳出ともに８,０９５万６,０００円の減額補正となり、歳入歳出差引は増減なしの６,５

１２万２,０００円としております。これは基金に積み立てることとなります。 

 内訳といたしまして、処理頭数の減による歳入の減額分につきましては、今年度豚枝肉

価格が高値で推移したことによる豚肉価格低迷対策事業費補助金の減額と工事費などの削

減に努めたことにより、歳入及び歳出を同額とするようバランスが図られたということで

あります。 

 なお、今年度はＰＥＤの影響もあり、計画処理頭数を達成できない見込みとなりました

が、来年度以降は徐々に処理頭数をふやし、平成３０年度以降は年間４９万頭を目標とし

ております。 

 参考となりますが、２６年度の右側に平成３０年度の事業計画について記載してござい

ますが、さきの大規模改修事業において借り入れいたしました起債償還が本格化する最初

の年であります３０年度でございます。計画処理頭数を達成することにより基金積立金も
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含めまして約１億４,０００万円程度の黒字額となる見込みとなってございます。しかし

ながら、現在のＰＥＤの収束がいまだに見込めないことや、新たな伝染病が発生する可能

性も否定できませんことから、不確定要素が入っていることを御了承いただきたいと思い

ます。 

 続きまして、５ページをお開きください。こちらは、参考資料となりますが、平成２５

年度と平成２６年度の枝肉中物価格の比較となっております。 

 ＰＥＤの影響により、発生農場では子豚の死亡や発育のおくれ、あわせて発生の有無に

かかわらず消毒の強化やワクチン接種を行うなど、養豚農家の経営は依然として厳しいも

のとなっております。 

 枝肉価格につきましては、現在も高水準を維持しており、昨年と比較いたしまして、年

間の平均価格で１キログラム当たり約９８円、２割ほどの高値で推移してございます。 

 今後とも日ごろからのウィルスの侵入防止や飛散防止対策など、国や県、さらには養豚

農家や関係者と連携しながら飼養衛生管理の適正を図っていきたいと思っております。 

 また、今年度畜産公社が三沢市食肉処理センターにおいて、食品の安全と品質を確保す

るために設けられました国際的なマネジメントシステムでありますＳＱＦの認証を受けた

ことにより、今後、さらなる販売ルートの獲得と生産者の出荷量増加につなげていきたい

と考えております。 

 私からは、以上でございます。 

加澤委員長：ありがとうございました。 

 ただいま説明をしていただきましたが、御意見、御質問等はございませんか。 

奥本委員：この状況を収束というか、この間もニュースで流れていたのですけれども、こ

ういうことというのは健康もそうですけれども、どうしても防ぎようがないという部分が

出ているのです。その中で、昨年の国・県を通していろいろ支援があったと思うのですけ

れども、やはり市の畜産農家の方たち、個々に一生懸命育てていると思うのですけれど

も、そういった方々に対する国・県と一緒に市がどのように支援しているのかということ

をちょっとお聞きしたいと思います。 

工藤農政課長：疫病の発生状況につきましては、これは県が中心となりまして家畜衛生管

理のほうの指導等を行っております。発生状況につきましては、したがいまして県のほう

に基本的に情報が集まり、その情報に基づきまして私どもも情報を受けておりまして、時

には市内の個別の農家さんに指導管理の周知とか、または定期的に衛生管理の状況につい

て集計をいたしまして県のほうに報告するという、または農家さんに対しては至らないと

ころがあれば指導すると、そういうようなことで行っております。（発言する者あり） 

 答弁が足りませんでした。 

 昨年、ＰＥＤが４月、５月に県南地域に集中的に発生した折には、県あるいは農協さん

と歩調をとりまして、三沢市では消毒剤の配付であったり、または県では一斉消毒といい

ますか、行って集中的に農家さんに消毒剤を配付するなどの支援を行っております。ま

た、ワクチンについても、国・県が主体的になりましてワクチン製造のメーカーさんのほ

うと農場さんとの需要と供給のバランスが図られるように指導されていると聞いておりま

す。 
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奥本委員：この状況というのはなかなかあれなのかもしれないのですけれども、県の方で

情報をしっかり握っているということなのですが、三沢市としてこれからそういう農家の

方々に対するそういうふうな経営面の支援と、あと生活面について、死活問題だと思うの

ですよね。ですから、そういうふうな部分を今後どのように考えていらっしゃるのかとい

うところもお聞きしたいと思います。 

工藤農政課長：現在のところ、いわゆる旧シーズンのほうは全部沈静化させて、新シーズ

ンはこれから、今は４例目でございますが、また昨年ともし比較するならば、これから本

格化する可能性も残ってございます。その際には、まずは衛生管理の徹底というものを皆

さんに指導なり御支援を申し上げることになろうかと思います。 

 経営面につきましては、ことしの春、昨年末、市内の養豚生産者の方々と私も含めまし

て関係者で会合を持ったことがございますが、経営面については今のところ御支援が欲し

いというようなところまでの声は直接は聞いてございませんので、その状況になりました

ら適切に対応してまいりたいと考えております。 

奥本委員：最後要望なんですが、そういうふうにならないために最善の努力をするという

のはもちろんなのですけれども、万が一のときに、本当に今はこのように何が起こるかわ

からない時代ですから、万が一のときにしっかりとそういう農家の方たちに、それがやは

り三沢市の経済にもかかわってくることですから、支えるというそういうふうな施策をぜ

ひとも立てていただきたいということを要望して終わります。 

加澤委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：なければ、次に移りたいと思います。 

 続きまして、調査事項の２点目、(仮称)三沢市中小企業振興条例について調査してま

いります。 

 執行部の説明を願います。 

山本参事兼産業政策課長：それでは、(仮称)三沢市中小企業振興条例についての御説明

をさせていただきます。 

 資料が四つになっております。そのうちの⑵－１の資料をごらんください。 

 １の中小企業振興条例とはというところには、中小企業の置かれている状況や、この条

例を制定することで中小企業の重要性を地域社会全体で認識し、連携・協働してその振興

を図っていこうとする、そのねらい等を記してございます。 

 そして、２番目の関係団体からの要請のところには、関係団体である三沢市商工会、青

森県中小企業団体中央会、青森県官公需適格組合運営協議会及び青森県中小企業家同友会

から中小企業振興条例の制定や振興に向けた施策を講じるよう要請があった経緯等を記し

てございます。 

 そして、３番目の他自治体の動向のところには、平成２６年４月現在での他自治体にお

ける中小企業振興条例の類似条例制定状況を記してございます。青森県では、青森県及び

青森市の２自治体が、また、全国では、３１県において１１６市区町が類似条例を制定し

てございます。 

 次に、２ページ目をごらんください。 
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 ４の表のところには、昨年９月の検討委員会条例を制定してからの中小企業振興条例制

定に向けた取り組み状況を記してございます。 

 ２のところになりますが、広報みさわ及び三沢市ホームページで１０月１日から委員を

公募するとともに、３番目のところ、１０月１６日付で九つの関係団体等へ委員の推薦依

頼を出しております。 

 なお、委員の構成は、所管事務調査⑵－４の資料をごらんいただきたいと思います。一

番最後の資料です。 

 この条例の３条です。３条の２項をごらんいただきたいと思います。 

 １号から４号まで、委員の構成が規定されております。１号は中小企業団体の役員及び

職員、２号は関係団体の役員及び職員、第３号は学識経験者、そして第４号はその他市長

が必要と認める者となっております。これに基づき公募及び関係団体等への委員の推薦依

頼を行っております。 

 これに基づいて選定された委員が、一つ手前の⑵－３の資料となっております。 

 条例の１号の中小企業団体の委員としては、三沢市商工会から３名、それから青森県中

小企業団体中央会及び青森県中小企業家同友会からそれぞれ１名となっております。２号

の関係団体の委員としては、三沢青年会議所、三沢市金融団、誘致企業である東芝メディ

ア機器株式会社からそれぞれ１名となっております。また、第３号の学識経験者として

は、八戸学院大学から１名推薦をいただいております。４号のその他市長が必要と認める

者としては、公募の４名と市職員３名が委員となっております。以上１６名の委員により

構成され、検討されてきております。 

 再び⑵－１の資料、２ページ目をごらんいただきたいと思います。 

 ４番目、１２月２２日ですが、委員会の組織会を開催し、条例の制定に向けた方針や方

向性などの意見交換等を行い、続く１月と２月の検討委員会では、具体的な条例の素案に

ついて検討を行っております。 

 その結果、現段階での条例素案が⑵－２の資料になります。 

 条例の前文では、三沢市の歴史的背景や状況、課題などを踏まえ、地域経済における中

小企業の役割、さらにはその振興を図ることを市政の重要な柱に位置づけること等を記し

ております。 

 そして、第３条をごらんいただきたいと思います。次のページになります。基本理念を

規定しております。 

 第１号では、中小企業等の創意工夫と自主的な努力が前提になっていることを規定して

おります。 

 第２号では、市や関係団体、大企業、金融機関、市民など中小企業にかかわる全ての関

係者が協働の精神で、それぞれの責務、役割等を認識し、その推進を図ることを規定して

おります。 

 第３号では、中小企業の振興を図る中、持続的な経済循環を促進し、豊かで暮らしやす

いまちを実現するよう推進することを規定しております。 

 次に、４条から９条までは、市ほかそれぞれの関係団体等が果たす役割等を規定してお

ります。 
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 そして、３ページになりますが、第１０条には、施策の基本方針を１号から５号まで規

定しております。第１号では中小企業者等の経営の革新、創業の促進、第２号では経営基

盤の強化促進、第３号では中小企業者等の相互の連携や、これにかかわる全てのものの連

携促進がされることが規定されております。また、４号では基地が所在することを生かし

た施策を講じていくこと、第５号では地域資源の利活用による新事業創出の促進を図るこ

と等が規定されております。 

 また、１１条では、中小企業の振興を推進するため財政上の措置に努めること、第１２

条では、諮問機関でございますが、振興会議を設置し、その委員会が調査や審議を行って

いくこと、第１３条では、毎年度、中小企業振興に関する施策の実施状況を公表すること

などが規定されております。 

 なお、この条例素案につきましては、現在、修正中の部分がございます。今後、ホーム

ページにおいて１カ月間、市民からのパブリックコメントをいただき、その意見を踏まえ

た上で、３月末から４月上旬にかけ再度検討委員会を開催し、最終答申案を決定する予定

となっております。また、順調に進めば、本年６月議会に条例案を提案する予定となって

います。 

 以上でございます。 

加澤委員長：ありがとうございました。 

 ただいま説明をいただきましたが、御意見、御質問等はございませんか。 

小比類巻委員：中小企業というのは、三沢市でどのぐらいあるの。 

石坂産業政策課長補佐：ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

 三沢市の中小企業数でございますが、１,８３９社となっております。そして、中小企

業の割合ですけれども、９９.８％となっております。 

加澤委員長：今のは三沢市のパーセントですね。 

石坂産業政策課長補佐：はい、そのとおりです。 

小比類巻委員：そうしたら、その中小企業、職別で分けるとどういう感じぐらいになる

の。製造業サービス業いろいろあるもので、資本金が何ぼ以上というような、従業員が何

ぼ以上何ぼ以下というようなそのぐらいの算出するようなやつあるの。どのぐらいになる

の。 

石坂産業政策課長補佐：市内の企業、産業別の割合になりますけれども、ちょっと長いで

すけれども、平成２４年度の数値になりますが、農林水産業が２５社、工業・建設業が１

８０社、製造業が６８社、卸小売業・飲食業が８２７社、サービス業その他が７４２社と

なっております。合計１,８４２社ということになります。 

奥本委員：今のに関連してなのですけれども、その１,８４２社の推移というのは、三沢

市の企業数というのは減少傾向にあるのか、それともふえているのか、それをちょっとお

聞きします。 

石坂産業政策課長補佐：企業数の推移でございますけれども、平成８年には２,２５８社

ございました。それが平成２４年には１,８４２社ということで、約１８.４％減少して

おります。 

奥本委員：やはり先ほど企業数の９９.８％が三沢市の事業所の大半ということで、大変
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その中小企業、また、そこの中で働いている人たちというのは、本当に三沢市の経済を支

えているのだと思うです。そこで、こういう部分で私はこれは大賛成な条例なのですけれ

ども、ちょっと気になった、これは素案なのでこれからだと思うのですが、ちょっと具体

的な細かい部分でお聞きしたいのですけれども、「三沢基地が所在することによる特性を

活かした産業の活性化を図る」というのは、具体的にどういうことですか。 

山本参事兼産業政策課長：これまでも三沢市の場合はいろいろな形で基地に関連した経済

といいますか、影響を受けてきております。それらを含めて全て、その次の５号のところ

にも「地域資源の利活用による」という部分があります。全ての資源を活用して中小企業

の振興を図っていかなければならないのですが、特に経済的な影響が大きい基地について

は、きちんと規定した形で推進を図っていきましょうと。三沢市の特徴でもある部分、産

業構造でもかなりの影響を占める部分でもございますので、そういう意味で規定しており

ます。 

奥本委員：私は、ちょっと今まで、今の企業数についても１８％も減っていると。よく三

沢は基地との共存共栄というふうに唱っていて。本当に基地があることによって、ここは

本当に発展したのかなと。じゃあ、企業数がなぜこんなに減っているのか、人口も減って

いるというところで、私は逆にこういう三沢基地に今までは基地交付金なり何なりで、全

て悩んで頼ってきた。そういうふうな体制が、こういった下降ぎみなところをですね、努

力というよりも、ちょっと甘んじてきているのではないのかなと。ほかの地域というの

は、そういうものがありませんので、交付金がないので、自力で頑張ろうというふうなと

ころもあってやってきているところもあるのですね。ですから、そういう部分で、私は  

の基地の経済に依存するということは、逆にその地域の中小企業の方とか個人事業主の人

たちがその努力、頑張っていこうと、知恵を絞ろうというふうなことも阻害しているので

はないのかなというところもずっと思っていたところもあるのです。 

 ここを余り強調するような意味で、どうしても中小企業の方たちが、基地の交付金をど

ういうふうに取ろうかと、そういうことに知恵を絞っているのではないかというふうに、

そういうことも懸念するところなのです。ですから、その辺でここの部分というのももう

ちょっと慎重に考えてすべきではないかなというふうに思います。 

山本参事兼産業政策課長：いろいろな意見があると思います。最終的には、今のような意

見があったことも踏まえながら検討して、最終案、検討委員会の中で決定していくことに

なると思っております。今のところは、こういう形で示されておりますので、回答のほう

は控えさせていただきたいと思います。 

西村委員：私もこれは頑張ってほしいと思っています。まずは条例というのは、つくって

からが重要だと思っていまして、これを読んでいますと、非常に企業、市民の方もやるこ

とをともにして、市のやる気というか、そういった部分も大きく重要なところでないかな

と思っていますけれども、やる気ありますか。 

米田副市長：条例、議員さんおっしゃるように形をつくって、それにいかに魂を込める

か、これは非常に大事だということを認識しております。会議の中でも、そういう視点で

中小企業の振興を図りたいという思いを込めた条例ですので、魂を入れるように頑張りた

いと思います。 
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西村委員：ぜひとも実効性ある条例となるように、我々もそうなのですけれども、市のほ

うも魂を込めて頑張っていただきたいと思いますと同時に、あとはこちらには市民の方々

の理解・協力も、これは得ていかなければならない。これは企業努力も含めてなのでしょ

うけれども、市民の方々の努力というのは、どういうふうなアプローチで市民のやる気を

奮い立たせるのはどう考えているのか、その部分をお聞きしたいと思います。 

山本参事兼産業政策課長：今後、この条例に基づいて、他市での名称としては、例えば中

小企業振興ビジョンとか、そういう施策を取りまとめていく形になります。その中で、市

民がどういうことをやっていったらいいのかということも具体的に検討されることになる

と思います。 

 ただ、一つだけ言えることは、今この中で規定している循環型の経済をつくっていくべ

きと。要するに、最終的な消費者がいると、それをつくる者とか、最初に製造する者と

か、そういういろいろなものが絡んで、自分たちの地域で消費するものは極力自分たちの

地域でつくられたもので経済が回っていくと、持続可能な状況になっていくと。そういう

趣旨で考えますと、当然のことながら最終消費者があってはじめて全体が回っていくとい

うことですので、そういう趣旨を市民の方々にも十分理解していただきながらこの条例を

実行するという形でビジョンをつくっていくことになると思います。 

 以上です。 

西村委員：ぜひとも理想形に少しでも早く近づけるように努力を続けていただきたいと要

望したいと思います。答弁は要りません。 

加澤委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：なければ、委員長のほうから１点お伺いしたいのですけれども、１月２９

日、２月２３日と検討委員会を設置して開催しております。その中で、素案についてもん

でいると思うのですが、２回の委員会において素案の中でネックになっているものとか、

集約する部分でどういう意見が交わされて、どういう部分がネックになっているのか、そ

の辺がもし執行部のほうでその内容を説明できましたら、説明していただきたいと思いま

す。 

山本参事兼産業政策課長：まず１点、やはり委員の方々が非常にこだわっているのは、三

沢市ならではの部分、いろいろなところがつくっているかもしれないけれども、三沢市が

やはりこれを推進していくのだから、三沢市ならではのものにしたいということ。三沢市

の実情に合った形のものにしていきたいというのを意見の中でいろいろいただき、そして

修正をしてきております。 

 また、循環型といったときに、当然のことながら一番に出てくるのが公正取引委員会の

問題とか、さまざま法的な部分もございますし、そういう部分の意見等。さらには、実効

性を高めるために振興会議をきちんと位置づけて、そこでどういうことをやるのかという

のをきちんと考えていただきたいということ。 

 それから、財政措置をきちんと盛り込んでもらいたい。三沢市がやるべき財政措置とい

うようなものを盛り込んでもらいたい。そういうような意見をいただいて、修正をを図っ

てきております。 
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 以上です。 

加澤委員長：先ほど奥本委員からも西村委員からも、やはり現状が中小企業の減、１８％

も減になっていると。そしてまた、西村委員が心配するように、ただ条例だけつくって実

効性のないものであれば、絵に描いた餅になるわけですから、極力そのものに当たっては

実践的な条例になって効果が出るように期待して、この件は終わりたいと思います。 

 それでは、以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

 執行部の皆さんには、ただいま委員会から出されました意見等も参考にしていただき、

今後の事務事業が円滑に進められるよう努めていただきたいと思います。 

 なお、この所管事務調査については、第１回定例会で委員会報告をすることになりま

す。これについて正副委員長に一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

加澤委員長：それでは、そのようにさせていただきます。 

 これをもちまして、産業建設常任委員会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

午前１０時４１分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   加 澤   明  

 


